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質問 回答 

【１ 倫理審査について】 

調査研究を遂行するにあたり，倫理審査を受

ける必要はありますでしょうか。それとも，倫

理審査を受けるか否かは，業務を受託する機関

の都合で判断することになりますでしょうか。 

 また，仮に，所属機関の倫理審査委員会で倫

理審査を受ける場合に，受託が正式に決まって

からでは， 6 月下旬の第 1 回調査開始までに，

倫理審査委員会の承認を受けることは困難と考

えられます。そのため，受託できない可能性が

あることを前提に，提案書の用意と並行して，

所属機関の倫理審査委員会に倫理審査の申請を

してよろしいのでしょうか。 

 

当該事業を受託するにあたり、倫理審査等、受託

者の方で必要な手続きがある場合は、事業開始前ま

でに完了をお願いします。 

なお、「入札・契約情報詳細」にも記載させていた

だきましたが、６月中旬に事業者選定結果を通知

し、６月下旬に第１回の調査として児童生徒の行動

に関するデータ収集（同仕様書「５ 業務内容

（１）」参照）を行っていただくことを予定しており

ます。 

【参考】今後のスケジュール（入札・契約情報詳細

より） 

 ５月 31 日（火）17 時 提案書 提出期限 

 ６月上旬       ヒアリング・評価委員会 

 ６月中旬       結果通知書の送付 

 ６月下旬       第１回調査 

【２ 保護者への説明資料について】 

 収集するデータの内容や設置する ICT 機器，

アンケート調査等について保護者への説明用資

料を作成することに関して，保護者からの同意

書を集めることも必須でしょうか。 

また，保護者からの同意を得ることが必須で

ある場合に，同意を示さない保護者がいる場合

の対応はどうなりますでしょうか。たとえば，

教室全体をビデオカメラで撮影するとして，保

護者から同意が得られなかった場合には，当該

保護者の児童生徒が在籍するクラスではビデオ

での撮影は不可，ということになりますでしょ

うか。インフォームドコンセントを得るにあた

 

本調査研究の趣旨や実施方法、また、協力依頼に

関する文書を保護者の方にお渡しする形で同意をい

ただく予定です。保護者の方への説明は、教育委員

会及び学校で行いますので、調査研究の趣旨や実施

方法等について説明資料の作成をお願いします。 

なお、保護者の方から同意を得られなかった場合

の対応については、今後の調整事項とさせていただ

き、提案書提出時点ではクラス全体を想定した内容

で作成をお願いします。 



り，教育委員会がどのように仲介してくださる

のかも含めて，教えていただけますと幸いで

す。 

【３ ICT 機器等の設置規模について】 

 どの程度の規模の ICT 機器の設置が可能でし

ょうか。たとえば，1 つの教室の中に設置でき

るビデオカメラの台数や，（新型コロナウイル

ス対策もあると思いますので）配置可能な人員

の人数などに制限がありましたら，教えてくだ

さい。 

 

特に制限は求めませんが、児童生徒や授業への影

響を配慮しつつ、調査研究の質が担保されることを

念頭に提案をお願いします。本調査研究の質を第一

に、いただいた提案内容の実現を検討していきます

が、種々の事情等を踏まえ、学校との調整を行う場

合があることをご承知おきください。 

【４ アンケート調査等の負担について】 
 授業の中でアンケート調査等を実施する場合

に，どの程度の分量であれば許容されるなど，

何か基準はあるのでしょうか。たとえば，特定

の学級で繰り返しアンケート調査を実施すると

して，回数の制限（例：1週間に1回までなど）

や，項目数の制限（例：1回の授業につき10項
目までなど）などがありましたら，ご教示くだ

さい。あるいは，研究協力校との相談の上で決

定する，ということでしたら，そのようにご回

答いただけますと幸いです。 

 

特に制限は求めませんが、児童生徒や教員の負

担、通常の学校の教育活動に支障にならないように

配慮しつつ、調査研究の質が担保される必要最小限

の項目・回数での提案をお願いします。本調査研究

の質を第一に提案内容の実現を検討してまいりたい

と思いますので、アンケート調査を実施する段階で

の調整も想定しています。 

【５ ヒアリングについて】 

 ヒアリングの際には，提出する書類とは別

に，PowerPoint 等の資料が必要になるのでし

ょうか。それとも，提出した提案書・見積書を

もとにヒアリングが行われるのでしょうか。 

 

 提案書の内容に関するヒアリングということで、

期日までに提出された提案書が当日の資料となりま

す（提案書提出後の資料の追加は認めないこととし

ます）。 

 


